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香美町民バス運行委託業務（７８条市町村有償路線）仕様書 

 

１ 業務の名称 

  香美町民バス運行委託業務（７８条市町村有償路線） 

 

２ 業務の目的 

  香美町香住区内において運行する町民バスの運行に際し、安全かつ効率的で利便性の高

い運行を期待するものであり、業務受託候補者を公募型プロポーザルによりするものであ

る。 

 

３ 履行期間 

  令和５年９月２５日から令和８年９月３０日まで 

   

４ 履行場所 

  香美町香住区内 

 

５ 運行開始日 

  令和５年１０月１日 

 

６ 運行方法 

  道路運送法第７８条による市町村有償運送 

 

７ 業務に必要とされる要件 

 ⑴ 道路運送法の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事

業または一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者又は同法第７８条に定

める自家用有償旅客運送事業の運行業務を受託できる者であること。 

 ⑵ 運行開始日において、業務遂行に必要な各種法令に基づく許可、認可、免許等を有し

ていること、又は有することとなることが確実な者であること。 

 ⑶ 本町に本店、支店又は営業拠点があり、事故の発生等により業務の遂行に障害が発生

した場合には、乗客の安全確保や各関係機関への連絡、代替車両の手配など、速やかな

対応が可能な者であること。若しくは、運行開始日において、本町に本店、支店又は営

業拠点を有することが確実であり、同様の対応が可能となることが確実な者であること。 

 

８ 業務内容 

  本業務の内容は、次に掲げるところによる。 

 ⑴ 路線・系統 
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路線名 起 点 終 点 運行日 備考 

香住市街地

循環線 
香住駅 香住駅 月～金曜（除祝日） 

 

佐津香住線 相谷 香住駅 月～金曜（除祝日） 
相谷～佐津駅間事前予約有

の場合のみ延伸運行 

長井香住線 村岡区境 岡見公園 月～金曜（除祝日）  

 ⑵ 経路 

   別紙１・２・３を基本とする。 

 ⑶ 運行時刻 

   別紙４・５・６を基本とする。 

 ⑷ 運賃等 

   エリア内１５０円、エリア外利用２００円とする。 

なお、小学生・障害者は半額（それぞれ８０円、１００円）とする。 

また、別途回数券、定期券を設定する。 

 ⑸ 運行車両 

   貸与車両 

 ⑹ 停留所 

   管理が必要な停留所の総数は５０箇所（予定）とし、詳細は業務受託者と協議のうえ

決定する。 

 ⑺ 予約 

   運行決定は、前日１７時までの予約を基本とする。 

 

９ 委託料 

 ⑴ 委託料は、人件費、燃料油脂費、車両修繕費、点検費、自動車任意保険料のほか、停

留所の維持管理、その他業務に必要な経費を含むものとする。 

 ⑵ 停留所の表示及び車内への表示等は、業務受託者が行うこととする。その詳細につい

ては、業務受託者と協議のうえ別途定めるものとする。 

 ⑶ その他業務には、運行に必要な業務（使用料の徴収管理、乗降客の安全確保、移動制

約者の乗降補助、ダイヤ管理、車内案内、予約受付）及び緊急時の対応（連絡、代替手

段の確保など）に係る業務を含むものとする。 

⑷ 前号の使用料は、業務受託者が日々記録・管理するものとし、本町の指示に基づき納

めるものとする。 

 

１０ 業務の報告 

 ⑴ 業務受託者は、本町の指示に基づき行う乗降調査について、その結果を処理のうえ、 

提出するものとする。 

 ⑵ 本町は、業務受託者に対し、当該業務の処理状況について随時調査を行い、必要な報 

告を求め、監査することができるとともに、業務の実施について必要な指示をすること 
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ができるものとする。 

 

１１ 委託料の請求 

  ⑴ 業務受託者は、業務履行期間の終了後速やかに町に業務報告書を提出し町の検査を

受けるものとし、検査に合格したときは、委託料の支払請求書を速やかに提出するも

のとする。 

  ⑵ 町が業務受託者に委託料を支払うのは、町会計年度終了後とする。ただし、部分払

いを町会計年度内に１回請求することができるものとする。 

 

１２ 運行の中止 

   積雪、自然災害、その他業務受託者の責によらない事由により、運行区間の全部又は

一部の運行が不能であると認められる場合は、業務受託者の判断により運行を中止する

ことができるものとする。ただし、運行を中止したときは、速やかに町に報告するもの

とする。 

 

１３ 緊急時（事故発生等）の対応 

   町民バス運行業務にあたり、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本町に連

絡するとともに適切な処置をとること。 

  ⑴ 天災、交通事故、その他やむを得ない理由により運行に支障が生じ、又は生じるお

それがあるとき。 

  ⑵ 町民バスの利用者が交通事故等により生命及び身体を害したとき。 

 

１４ その他 

⑴ 業務受託者は、関係法令遵守のうえ町民バス運行業務を遂行すること。 

⑵ 業務受託期間中に発生した、町民バス運行に伴う不慮の事故等に係る一切の責任は、

業務受託者が負うものとする。 


